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募　　集 健　　康

無料相談

とき（10月）

15日㈰
10時～12時

19日㈭
10時～12時

20日㈮
10時～12時

県男女共同参画センターフレンテみえ２階
セミナー室Ａ（県総合文化センター内）

県男女共同参画センターフレンテみえ２階
セミナー室Ａ（県総合文化センター内）

県文化会館２階
大会議室（県総合文化センター内）

ところ

とき（10月）

22日㈰10時
～11時30分

26日㈭18時
30分～20時

27日㈮10時
～11時30分

県生涯学習センター４階
中研修室（県総合文化センター内）

県男女共同参画センターフレンテみえ２階
セミナー室Ｂ（県総合文化センター内）

県男女共同参画センターフレンテみえ２階
セミナー室Ａ（県総合文化センター内）

ところ

国宝彦根城と近江八幡
歴史散策ウォーク
　11月21日(火)７時30分～18時
　ローソン津駅前店(栄町三丁
目)前集合　　　40人　　4,500
円(当日徴収)
　10月12日(木)までに、はがきま
たはファクスで住所、氏名、年齢、
性別、日中の連絡先、緊急連絡先
を遊・YOUウォーク津歩こう会事
務局(〒514-0824 神戸160-90
時田宛、　059－368－2707)へ　
※はがき１通につき２人まで
　同会事務局担当(　226－0236)

齋藤拙堂顕彰｢俳句・短歌｣　
　藤堂藩有造館督学の齋藤拙堂
の偉業をたたえ、｢齋藤拙堂・有
造館・津城・津の街・齋藤拙堂
を取り巻く人々｣をテーマに俳
句・短歌を募集します。　※作品
は自作、未発表のものに限りま
す。なお、優秀作品は来年3月
25日(日)に表彰します。
　11月25日(土)までに、はがき
で俳句・短歌いずれか一句、郵
便番号、住所、氏名、年齢、電
話番号を齋藤拙堂顕彰会事務局
(〒514-0007 大谷町208-175 
中川宛)へ　※俳句・短歌いずれ
も１人５作品以内
　同事務局(　226－2722)

第１回津・俳句まつり
　津城跡や津観音、商店街など
をテーマとした俳句を詠んでみ
ませんか。
　11月23日(木・祝)10時～15時
　津センターパレス(大門)
　10月15日(日)までに、はがきま
たはファクスで郵便番号、住所、氏
名、電話番号を「第１回津・俳句ま
つり」係(〒514-0016 乙部4-17
NPO法人のびすく内、　253－
3132)へ
　同まつり担当(　265－2590)

社会的養護の社会化フォーラム
～つながってみんなで育てたらええんやに～
　三重県の未来を託す子どもた
ちに、今私たちは何ができるの
か。そんな思いを込めたフォー
ラムです。大勢の人の参加をお
待ちしています。　
　10月22日(日)10時～16時30分
　県男女共同参画センターフレ
ンテみえ(県総合文化センター内)
　映画｢さとにきたらええやん｣、
荘保共子さん(こどもの里理事長)
による講演、鈴木三重県知事らに
よるパネルディスカッションなど　
※申し込み方法など、詳しくは三
重県子どもNPOサポートセンター
(　232－0270)へ

７カ国語で話そう
講座＆ワークショップ
　多言語活動について、これまで
の実績や体験を話しながら、言葉・
人間・国際交流について考えます。
講座

ワークショップ

　電話で言語交流研究所ヒッポ
ファミリークラブ(　0120－557－
761)へ　※託児希望の場合は各回
の１週間前までに申し込み。同クラ
ブホームページからも申し込み可

第２回津ベテラン卓球大会
参加者（初心者大歓迎）
　11月24日(金)　　サオリーナ 
メインアリーナ　　市内に在住
の40歳以上　　1,000円
　10月15日(日)までに同大会担
当(　090－9923－8818)へ

家族介護教室
　10月17日(火)10時～11時30分
　津センターパレス３階津市社
会福祉協議会会議室１　　福祉
用具を体験　　市内に在住の65
歳以上の人とその家族　　　20人 
　10月３日(火)から同協議会津
支部(　213－7111)へ

転倒予防教室
　10月23日(月)10時～11時30分
　津センターパレス地下１階市
民オープンステージ　　講話｢転
ばないからだづくり②｣と転倒予
防体操　※手話通訳あり　　市
内に在住の65歳以上　　80人 
　津市社会福祉協議会津支部(　
213－7111)

第235回住民公開講座
　10月12日(木)14時～15時　
　久居総合福祉会館　　村田昌
彦さん(榊原病院副院長)による
講演｢認知症とは？～知って予防
し、愛される老人になりたい～｣
　久居一志地区医師会(　255－
3155)

司法書士による法律相談
　10月18日(水)13時30分～16
時30分　　市本庁舎　　相続、
多重債務、金銭問題など　　　
８人　
　10月10日(火)８時30分から地
域連携課(　229－3105)へ

弁護士による法律相談(面談)
　10月23日、11月27日いずれも
月曜日10時～12時、13時～15時
　市本庁舎３階相談室　　女性
　　各日８人(予約優先、相談時
間は１人30分以内)
　10月18日(水)８時30分から男
女共同参画室(　229－3103)へ


